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財務局長会議で挨拶をする自見大臣 
（1月27日） 

「第４回開示制度ワーキング・グループ」 

の会合で挨拶をする東副大臣 

（1月19日） 

http://www.fsa.go.jp/access/index.html
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【フォトギャラリー】 
 

自見大臣は、1 月９日から５日間の日程で、フランス・ベルギーを訪問し、フランスにおいて、ラガル

ド経済・財務・産業大臣（写真上）、ノワイエ・フランス銀行総裁（写真下）、ベッソン経済・財務・産業

大臣付産業・エネルギー・デジタル経済担当大臣、バイイー ラ・ポスト会長等と面談を行ないました。 

また、ベルギーでは、バルニエ欧州委員と面談を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

仏・ラガルド経済・財務・産業大臣（左）と握手する自見大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

仏・ノワイエ銀行総裁（右）と握手する自見大臣 
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第７回国際コンファレンスの開催について 

～アジアの成長と金融セクターの役割～ 

（2011年 2月 3日 開催） 

【特集】 

 

 

 

金融庁金融研究センターでは、年1回、アジア、欧米、国際機関から研究者、当局者、実務家などを招

き、望ましい金融規制・監督のあり方等について、官学中心として国際コンファレンスを開催しています。

今回は、「アジアの成長と金融セクターの役割」をテーマとして、アジア開発銀行研究所および慶應義塾

大学グローバルCOEとの共催により、2月3日（木）に開催いたしました。国内外の研究者、政府・中銀

関係者、金融機関、在京各国大使館関係者など、300名強の参加がありました。 

冒頭にて、東祥三内閣府副大臣（金融担当）が挨拶し、「我が国の金融・資本市場が、今後より一層、

市場としての機能を充実・強化させることにより、アジアの一大金融センターとして、アジアと共に発展

していくことを目指している。アジア各国、オーストラリアの研究者、当局者、金融機関の方を招きコン

ファレンスを開催することは大変意義深いことだ」と述べました。 
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本コンファレンスでは、セッション1～4に別れて、経済成長著しいアジアにおいて持続的な経済成長を

支えるために求められる金融セクターの役割や、望ましい金融規制・監督のあり方について、報告・議論

を行いました。セッション毎の報告・議論の概要は、下記のとおりです（吉野直行 金融研究センター長、

慶應義塾大学経済学部教授）作成の『コンファレンス結果概要』から抽出。）。 

 

 

*****************************************************************************  

○「アジアにおける金融・資本市場の発展と金融規制に対するインプリケーション」（セッション1） 

2007 年に発生したサブプライムローン危機は、アメリカのみならず、ヨーロッパにも、大きな影響を

及ぼし、2008 年春には、金融システムを安定化させるための金融機関救済策が打ち出され、金融危機は

終息に向かうかと思われましたが、2010年にはギリシャ等の財政破たんに直面しています。 

 

 

河野正道金融庁総務企画局総括審議官（国際担当）（以下写真）は、(i)金融の監督・規制の枠外に置

かれている金融機関の問題（シャドーバンキング問題）、(ii)世界的な議論の場となっている G20 や金融

安定理事会にて設定する規制ルールが、世界的に適用されるためのグローバルな支持の必要性、(iii)今

回の金融危機後の金融システムは、欧米とアジアでは大きく異なっており、アジアからの発信も必要であ

ることに言及しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フンソク・リー氏（韓国金融委員会国際協力局次長）は、韓国では、外貨不足に見舞われ、それが信

用収縮につながり、流動性の欠如に対して、韓国政府は銀行の外貨借り入れへの保証を実施したと報告し

ました。また、世界的に議論されている規制・ルールについては、統一基準であることが必要で、さもな

ければ、規制逃れが発生してしまうことを懸念していると述べました。 

  

石井詳悟氏（国際通貨基金アジア太平洋地域事務所長）は、グローバル経済は回復基調ではあるが、

CDS スプレッドの拡大に見られるように、銀行の信用低下が、まだ観察されていると述べました。アジア

では、資金の流入増大によるマクロ的なリスクの可能性もあり、安定的な資金フローの確保のための方策

の検討も必要であると指摘しました。 

 

ピエトロ・ジネフラ氏（イタリア中央銀行アジア地域代表）は、ヨーロッパの現状を説明し、

European Systemic Risk Board（ESFS）の設立によるマクロプルーデンス政策、ESFS による金融機関の

監督規制が実施されていると報告しました。さらに、ギリシャ・アイルランドなどヨーロッパの動きに見

られるように、財政赤字を拡大させないという政策の遂行も喫緊の課題であると述べました。 

 

また、セッション 1 の議論では、「世界標準の統一的なルール」は必要であるが、しかし、ある程度、

弾力的に適用した方が望ましい国も存在するので、ガイディッド・ディスクレション（Guided 

Discretion）が必要ではないかと指摘されました。 
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○「アジア各国における金融セクターの金融規制・監督の現状～中国、インド、タイ、フィリピンのケ

ーススタディ～」(セッション2) 

 中国・インド・タイ・フィリピンに関する報告の概要は下記のとおりです。 

 

・中国について： 

ルオ・ピン氏（中国銀行業監督管理委員会研修担当局長）は、中国では、グローバルなスタンダード

に国内の規制・監督基準の平仄をいかに合わせていくかが重要であると述べました。グローバル化は、世

界各国に大きなメリットをもたらすと同時に、危機の伝播が世界的な規模で発生するという弱点も示して

いるとし、今回のサブプライムローン問題では、中国の金融機関は大きな打撃を受けなかったため、バー

ゼル3の自己資本比率規制、流動性規制についても、前向きに対処できる環境にある一方、中国は現在、

銀行貸出の急拡大、貸出の質の劣化の懸念に直面しており、金融規制と金融技術発展の促進のバランスを

考慮した金融監督が必要であると報告しました。 

 

・インドについて： 

アビジット・セン・グプタ氏（ジャワハルラール・ネルー大学准教授）は、今回の金融危機により、

インドの産業は大きな打撃を受けたとし、特に、中小企業の打撃が大きく、雇用削減、生産カットが続い

ていると報告しました。しかし、2009 年半ばからは、政府による政策の効果もあり、経済が再び上向き

に推移しており、バーゼル3の導入については前向きの姿勢であるが、実際の適用については配慮が必要

であると述べました。 

 

・タイについて： 

バンディド・ニジャタワォーン氏（前タイ中央銀行副総裁）は、タイの金融監督・規制では、バーゼ

ル2、IAS39基準を導入し、金融セクターの改革を続けてきたと述べました。2009年に開始した“第2次金

融マスター・プラン(FSMP2)”（金融セクターの5ヵ年開発計画）では、金融機関の競争を促進することに

よる効率性の向上、不良債権の削減・コストの削減を目指しており、今後は、グローバル化に直面し、複

雑化している金融市場において、銀行のリスク管理を向上させ、国民がさまざまな金融サービスを利用で

きるように促すことが必要と指摘しました。また、金融セクターを強化することにより、国内貯蓄が、資

金を必要とする部門（投資）に、効率的に循環する環境を作っていくことが望まれると述べました。 

 

・フィリピンについて： 

ディワ・C・ギニグゥンドゥ氏(フィリピン中央銀行副総裁)は、1997 年のアジア通貨危機以降、フィリ

ピン中央銀行(BSP）による監督規制・預金保険制度の拡充は、効果を発揮しており、グローバルな金融市

場の発展に対して、引き続き、金融イノベーション・金融の技術開発を進めていく所存であると述べまし

た。 

 

○「アジアの金融・資本市場と金融業の課題および成長戦略」（セッション3） 

セッション3の報告・議論の概要は、下記のとおりです。 

柏木茂介氏（野村ホールディングス（株）執行役員リスク・アドバイザリー・グループ担当）の報告

では、中国・インド・マレーシアなど銀行中心の金融システムであるアジアを、アジア債券市場の活性化

などを通じて、資本市場を通じた金融チャネルも育成することの必要性が強調されました。具体的には、

(i)国境を越えて、ルールが共通であること、(ii)金融のハード面のインフラ整備、(iii)新たな規制を設

ける場合（たとえば、流動性に関する規制）には、その影響を考慮して導入すべきであり、(iv)信頼性の

ある効率的な決済システムの構築、(v)アジア全体の金融サービスの互いの競争の中から、より良い金融

システムを構築するという意気込みが必要であると述べました。 

 

鷲見周久金融庁総務企画局参事官(国際・競争力強化)は、日本では、サブプライムローン問題の銀行

業に対する直接的な影響は小さかったが、株価下落による銀行保有株式の価値の低下は著しく、金融仲介

機能の維持の観点から、１１金融機関に対する資本注入等の措置が講じられたと述べました。また、アジ

アに長期の安定的な資金を呼び込むため、チェンマイ・イニシアティブ（ＣＭＩ）、アジア債券市場育成

イニシアティブ（ＡＢＭＩ）を進めることの必要性が指摘されました。 
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ベリンダ・ギブソン氏（オーストラリア証券投資委員会副委員長）は、規制ルールの統一的な適用・

透明性の確保の必要性を強調し、規制の抜け道を作らないことが不可欠であること、さらに、規制当局間

での情報の交流、資本移動についても透明性を高めることが不可欠であると結論づけました。 

 

瀬口二郎氏（メリルリンチ日本証券（株）代表取締役社長、バンク・オブ・アメリカ・グループ在日

代表アジア太平洋地域コーポレートバンキング投資銀行部門共同責任者）は、アジアのチャレンジとし

ては、現在のアジア地域の高い成長率をいかに維持するかにあると述べました。アジアの金融機関の役割

は、アジア域内で蓄えられている貯蓄を、いかに効率的に循環させるかにあり、特に、銀行はリスクマネ

ジメントをしっかり行う必要があると指摘しました。さらに、アジアの金融機関は、長期の安定的な資金

をアジア域内に循環させる機能を担うことが望まれると報告しました。効率的な資金循環を促すためには、

透明性の高い金融活動、金融機関のガバナンスの強化などが必要であると述べました。 

 

また、セッション3の議論では、バーゼル3の適用について、流動性不足に対処するための自己資本が

必要となるため、金融機関への影響が大きいことが指摘されました。サブプライムローン問題の原因でも

ある、「新しい金融技術」が、金融システム全体に与える影響も考慮した規制である必要がある半面、技

術進歩を阻害しない規制であることが必要であると指摘されました。アジア債券市場の発展のためには、

流動性の確保が必要であり、投資家は必ずしも満期まで保有するわけではないことが指摘されました。 

 

 

○「パネル・ディスカッション」（セッション4） 

セッション 4 では、冒頭にて議長（吉野直行 金融研究センター長・慶應義塾大学経済学部教授 以下

写真）が、これまでのセッションについて総括した上で、パネル・ディスカッションが行われました。議

論の要旨は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サブプライムローンをはじめとする金融危機は、まず、第一に、中央銀行による流動性の過剰供給から

始まることが多く、景気の悪化を防ぐため、金融緩和政策が施行されます。貸出しが増加し、資産価格が

徐々に回復し、人々は資産効果による消費の増加、企業は売上げの増加という景気回復を満喫します。こ

れにより、株価・住宅価格などは、さらに上昇しますが、中央銀行は引締めを早目に実施することが人々

からの批判を浴びるため、なかなか事前的な金融引締めが実施できず、バブルへと導いてしまいます。 

 格付け機関による「格付け」も、過去のデータ情報を見ながら決められるため、すべての経済指標が上

向いている状況では、格付けの引き下げをするような判断材料がないため、高い格付けを維持します。し

かし、バブルの破裂などが起こった直後には、急に、「格付け」の引き下げが実施され、格付けを信頼し

ていた投資家が多額の損失を被ってしまいます。 

 アジアで議論しなければならない金融を取り巻く状況は、（ｉ）中小企業の比率が高いこと、(ii)銀行

中心の金融システムであり、リスクのある貸し手に、どのように資金を提供するかの課題、(iii)マイク

ロ・ファイナンスのシェアも高いことです。 

*************************************************************************** 
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第128回・第129回自動車損害賠償責任保険審議会について 

※ 本コンファレンスのプログラムについては、金融庁金融研究センターウェブサイトの「国際コンファ

レンス」ページにアクセスしてください。なお、『コンファレンスの結果概要』、当日のプレゼン資

料等については、近日掲載予定です。 

 

【トピックス】 

 

 
第 128 回・第 129 回の自動車損害賠償責任保険審議会が平成 23 年 1 月 14 日、20 日に開催され、自賠

責保険の基準料率の検証結果等について審議が行われました。 

審議の結果、平成23年 4月 1日からの自賠責保険の基準料率は、平均で11.7％の引上げとなりました。 

 

１． 自賠責保険の料率検証結果について 

 自賠責保険料である基準料率については、その料率の適正を確保するため、損害保険料率算出機構が毎

年その妥当性の検証を行い、検証結果を金融庁長官に報告することとなっています。金融庁長官は、その

検証結果を当審議会に報告します。検証の結果、基準料率が妥当でないと判断される場合には、基準料率

の改定を行うことになります。 

 第 128 回自動車損害賠償責任保険審議会において報告された平成 22 年度料率検証結果による損害率は、

次のとおりです。 

 

（単位：％） 

契約年度 平成２２年度 平成２３年度 

前回（平成２０年４月） 

改定時予定損害率 
１３３．８ 

平成２２年度料率検証結

果による予定損害率 
１３９．３ １３９．９ 

（注）損害率＝（支払保険金／収入純保険料）×１００ 

 

現行の自動車損害賠償責任保険の基準料率は、平成 19 契約年度までの累計収支残および累積運用益を

5 年間で還元することを前提に、平成 20 年 4 月に引下げられた料率で、純保険料率の予定損害率は、

133.8％。平成 22 年度の料率検証結果では、平成 23 契約年度の純保険料率の損害率は、予定損害率を超

える 139.9％と想定され、現行の基準料率を続けた場合には、平成 24 年度には、発生運用益で累計収支

の赤字を補てんしきれなくなることが確実であることが示されました。 

今後の料率水準については、「料率を本来の水準に戻す際には2段階に分けて戻すことが適当」との意見

が出された一方で、「自動車ユーザーの負担軽減のため、損保会社等が経費削減に向けた取り組みの方針

を示すべき」との意見も出されました。 

  

第129回自動車損害賠償責任保険審議会においては、「平成20年4月の料率変更時に前提とされた、平

成 24 年度までの 5 年間を収支均衡期間とする枠組みは維持しつつ、純保険料率に関して、今年度の検証

結果により前回変更時の見込みとの乖離が明らかとなった部分について、これを調整するための引上げを

行うことが適当であり、これにより、平成 25 年度に本来の料率水準に戻すための料率の変更を行う際に、

契約者の保険料負担が急激に増加することを緩和することが可能となる。」との方向性でまとまりました。 

この考え方に沿い、損害保険料率算出機構から届出が為された新たな基準料率が、平成23年4月1日か

ら適用されることについて答申がなされました。 

  

新たな基準料率は、例えば、自家用自動車2年契約で 24,950 円となります（現行の基準料率は22,470

円であり、引上げ幅は＋2,480 円）。詳しくは「（別紙）平成 23 年度に適用する自賠責保険基準料率（保

険期間別）」を参照ください。 

 

http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/event.html
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※平成 20 年 4 月の基準料率改定経緯については、金融庁ホームページの「アクセスＦＳＡ」から「第63

号（平成20年3月7日）」にアクセスしてください。 

 

（参考）基準料率とは？ 

 基準料率とは、損害保険料率算出団体が算出する保険料率の一つです。損害保険算出団体の会員である

保険会社は、損害保険料率算出団体が算出した基準料率を自社の保険料率として使用するという届出の手

続きをすれば、保険業法に基づいた認可を取得したものとみなされます。現在は、損害保険料率算出機構

が自賠責保険の基準料率を算出しており、自賠責保険を取り扱っている全ての保険会社がこれを適用して

います。 

 

２． 諮問事項 

 上記のほか、事務局より、自賠責保険事業を行う各共済組合が、共済規程等のうち共済掛金に係るもの

の一部を、基準料率の届出に伴い変更することについて、各所管行政庁が行う承認・同意することについ

ての説明がなされました。審議の結果、本件諮問事項については、異議はない旨の答申がなされました。 

 

３． 報告事項について 

（１）自賠責保険診療報酬基準案の実施状況については、現在 45 都道府県で実施されており、残る 2 県

（山梨・岡山）に対し、早期実施に向けて引き続き協議を行っていくとの報告がありました。 

 

（２）平成 23 年度民間保険会社の運用益の使途、平成 23 年度ＪＡ共済の運用益の使途及び平成 23 年度

自動車安全特別会計の運用益の使途について、日本損害保険協会、全国農業協同組合連合会及び国土

交通省より、それぞれ報告がありました。 

 

（３）自動車損害賠償保障制度にかかる 近の取組について、国土交通省より報告がありました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「自動車損害賠償責任保険審議会」にア

クセスしてください。 

離島以外の地域（沖縄県を除く。）に適用する基準料率
（単位：円、％）

１２ か 月 （ １ 年 契 約 ） ２４ か 月 （ ２ 年 契 約 ） ３６ か 月 （ ３ 年 契 約 ）

車　　　　種 現 行 改 定 現 行 改 定 現 行 改 定

基 準 料 率 基 準 料 率 基 準 料 率 基 準 料 率 基 準 料 率 基 準 料 率

Ａ Ｂ Ｃ＝Ｂ－Ａ Ｄ＝Ｃ÷Ａ Ｅ Ｆ Ｇ＝Ｆ－Ｅ Ｈ＝Ｇ÷Ｅ Ｉ Ｊ Ｋ＝Ｊ－Ｉ Ｌ＝Ｋ÷Ｉ

営 業 用 43,650 53,870 10,220 23.4

自 家 用 13,080 13,840 760 5.8

Ａ 94,330 114,490 20,160 21.4

Ｂ 75,180 91,010 15,830 21.1

Ｃ 57,480 69,310 11,830 20.6

Ｄ 24,300 28,650 4,350 17.9

13,850 15,110 1,260 9.1 22,470 24,950 2,480 11.0 30,910 34,600 3,690 11.9

49,040 49,550 510 1.0 92,160 93,170 1,010 1.1

34,230 34,570 340 1.0 62,830 63,500 670 1.1

35,260 35,620 360 1.0 64,850 65,580 730 1.1

23,920 24,150 230 1.0 42,400 42,850 450 1.1

営 業 用 19,420 23,300 3,880 20.0 33,500 41,180 7,680 22.9

自 家 用 12,250 14,190 1,940 15.8 19,290 23,130 3,840 19.9

9,280 9,640 360 3.9 13,400 14,110 710 5.3 17,450 18,500 1,050 6.0

検 査 対 象 車 12,090 13,600 1,510 12.5 18,980 21,970 2,990 15.8 25,730 30,170 4,440 17.3

検査対象外車 8,620 9,260 640 7.4 12,080 13,350 1,270 10.5 15,470 17,350 1,880 12.2

7,930 8,150 220 2.8 10,730 11,170 440 4.1

6,870 7,010 140 2.0 8,630 8,910 280 3.2 10,350 10,770 420 4.1

12,370 12,950 580 4.7

7,790 8,010 220 2.8

検 査 対 象 車 7,790 8,010 220 2.8

検査対象外車 7,790 8,000 210 2.7

7,270 7,440 170 2.3 9,430 9,770 340 3.6

7,270 7,440 170 2.3 9,430 9,770 340 3.6

17,720 18,720 1,000 5.6 30,130 32,100 1,970 6.5

10,190 10,590 400 3.9 15,210 16,010 800 5.3 20,130 21,310 1,180 5.9

検 査 対 象 車 10,190 10,590 400 3.9 15,210 16,010 800 5.3

検査対象外車 10,200 10,600 400 3.9 15,200 16,000 800 5.3 20,110 21,300 1,190 5.9

5,090 5,080 △ 10 △ 0.2 5,120 5,100 △ 20 △ 0.4

検 査 対 象 車 5,090 5,080 △ 10 △ 0.2 5,120 5,100 △ 20 △ 0.4

検査対象外車 5,100 5,110 10 0.2 5,110 5,120 10 0.2 5,120 5,140 20 0.4

6,960 7,280 320 4.6 8,790 9,420 630 7.2 10,580 11,520 940 8.9

（注）保険期間が１年を超える契約の純保険料率および損害調査費は、長期契約予定利息を年２．０％の利率で計算して割引いている。

被けん引自動車(被けん引軽自動車除く)

被けん引軽自動車

原 動 機 付 自 転 車

営業用乗用自動車

特

種

用

途

自

動

車

霊 き ゅ う 自 動 車

教 習 用 自 動 車

そ

の

他

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

大型特殊自動車及び小型特殊自動車

緊 急 自 動 車

軽自動車

商

品

自

動

車

三輪以上の自動車(軽自動車を除く)

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

小 型 貨 物 自 動 車 及 び

けん引小型貨 物自 動車

小 型 二 輪 自 動 車

軽 自 動 車

大積載量が２トンを超えるもの

大積載量が２トン以下のもの

自
家
用

大積載量が２トンを超えるもの

大積載量が２トン以下のもの

普
通
貨
物
自
動
車

及

び

け

ん
引

普
通

貨
物

自
動

車

営
業
用

平成23年度に適用する自賠責保険基準料率（保険期間別）

乗 合 自 動 車 及 び
けん引旅客自動車

自 家 用 乗 用 自 動 車

改　定　額 改　定　率改　定　額 改　定　率 改　定　額 改　定　率

 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/zid_base.html
http://www.fsa.go.jp/access/20/200802a.html
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金融庁・開示制度ワーキング・グループ報告 
～ 新株予約権無償割当てによる増資（いわゆる「ライツ・オファリング」）

に係る制度整備について ～ 

 

 

 

 

 
 
金融庁では、新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）の実現に向け同年12月24日に取りまとめた

アクションプランにおいて、「機動的な資金供給等」の実現を促進するための施策として、「ライツ・オフ
ァリングが円滑に行われるための開示制度等の整備」を盛り込みました。 
こうした中、開示制度ワーキング・グループは、増資手法の選択肢の一つとしてライツ・オファリング

（新株予約権無償割当てによる増資）の利用の円滑化を図るための開示手続の弾力化等の制度整備につい
て、同年12月から計３回にわたり所要の検討を行い、その結果、本報告書が取りまとめられました。 
 
「ライツ・オファリング」とは、「公募増資」、「第三者割当増資」と並んで、企業の増資手法の一つで

あり、株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資手法です。 
株主は割り当てられた新株予約権を行使して金銭を払い込み、株式を取得することができますが、新株

予約権を行使せずに市場で売却することも可能です。したがって、持分比率の低下を嫌う株主は新株予約
権の行使によりそれを回避でき、追加出資を嫌う株主は新株予約権の売却により追加負担を回避できると
いう特徴があります。  
 
ライツ・オファリングは、欧州では大規模な増資を中心に一般的に利用されている増資手法です。既存

株主の公平な取扱いに配慮した増資手法となりうることや、既存株主の持分比率の適切な保護の観点から、
この手法の積極的活用を求める声があります。 
 
 このライツ・オファリングの利用の円滑化を図るため、本報告書では、ライツ・オファリングに係る開
示制度等について、主に下記の内容の提言が行われています。 
 
（１）目論見書の交付方法の弾力化 
投資者保護を図りながら、ライツ・オファリングによる資金調達の期間短縮・コスト削減を図るため、

以下の条件を満たす場合には、目論見書の交付を不要とするのが適当 
 
（ⅰ）新株予約権が金融商品取引所に上場されるライツ・オファリング 
（ⅱ）有価証券届出書等の提出（結果として電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）掲載） 
（ⅲ）ＥＤＩＮＥＴのウェブページのアドレス等の情報を有価証券届出書等の提出後遅滞なく（遅くと

も新株予約権の割当てが行われるまでに）日刊紙に掲載 
 
（２）「有価証券の引受け」の範囲の見直し等 
ライツ・オファリングのうち、権利行使がなされなかった新株予約権について、発行者が取得条項に基

づき取得した上で証券会社に売却し、当該証券会社が権利行使をして取得した株式を市場等で売却すると
いうスキーム（以下「コミットメント型ライツ・オファリング」という）について、コミットメントを行
う証券会社の行為は現行法上の残額引受けを行うことと行為態様やリスク負担の点で類似性を有すると考
えられるため、コミットメントを行う証券会社の行為を「有価証券の引受け」と位置付け、証券会社に対
して必要な規制を課し、投資者保護を図ることが適当。 
 
（３）この他、公開買付規制・大量保有報告規制や外国の証券規制への対応の検討を今後行うことが適当 
 
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から『「金融庁・開示制度ワーキング・グルー

プ報告」～ 新株予約権無償割当てによる増資（いわゆる「ライツ・オファリング」）に係る制度整
備について ～』（1月19日）にアクセスしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110119-5.html
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保険検査マニュアルの改定について 

 

 

平成 22年度 地域密着型金融に関する会議（シンポジウム）の開催について 

 
 
各財務（支）局（沖縄総合事務局を含む）においては、平成17年度以降、地域密着型金融の取組みに

関する知見・ノウハウの共有化等を目的に、地域密着型金融に関する会議（シンポジウム）を開催してお
り、平成22年度は全国11箇所でシンポジウムを開催しております。 
なお、平成22年度のシンポジウムにおいては、広域での知見・ノウハウの共有化やシンポジウムの充

実を図る観点から、一部の地域金融機関の経営者の方々に、「地域密着型金融の推進のサポ－ト役」とし
て、主要営業地域外の財務局等が開催するシンポジウムにご参加いただき、自行（金庫・組合）における
取組み等についてご紹介いただくとともに、パネル・ディスカッションにもご参加いただいております。 

シンポジウムの開催結果の概要につきましては、各財務局等のウェブサイトに随時掲載される予定です。 

 

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「平成22年度 地域密着型金融に関する会
議（シンポジウム）の開催について」(1月26日)にアクセスしてください。（各財務局等のウェブサ
イトへのリンク設定を行っております） 

 

 
 

 

１．はじめに 

 
金融庁は、平成23年２月４日、「保険会社に係る検査マニュアル」（以下「保険検査マニュアル」と

いう。）を改定し、検査局長通達として発出・公表しました。保険検査マニュアルの改定は、平成12年
６月に策定して以降、数回にわたって行われてきたところですが、今回の改定は、全体構成の再編を含め
た全面的なものとなっています。 

以下、本コーナーにおいては、改定保険検査マニュアルの概要等について説明します。 
なお、以下、便宜上、改定前の保険検査マニュアルを「旧マニュアル」、改定後の保険検査マニュア

ルを「改定マニュアル」といいます。 

２．保険検査マニュアル改定の経緯 

 
保険検査マニュアルについては、平成18年６月に構成・内容について大幅な見直しを行いましたが、

その後の検査運営や保険会社を取り巻く環境変化に応じた改定が必要となりました。 
特に、旧マニュアルは保険会社に業務運営上の問題が生じた場合、１．個別の問題点に関するチェック

項目と態勢に関するチェック項目が混在しており、保険会社のどの機能に問題があるのか、問題の発生原
因はどこにあるのか検証しにくい、２．保険会社自身に問題を自主的に改善していく組織態勢が備わって
いるかを検証するチェック項目が整理されておらず、その自主的な改善機能を検証しにくいという面があ
りました。  
また、いわゆる「リーマンショック」などを受けて、保険会社のリスク管理の高度化に対応した検証項

目を充実強化させる必要も生じていました。 
そこで、平成21年５月に策定した「金融検査におけるベター・レギュレーションに向けた取組（アク

ションプラン2）」において、保険検査マニュアルの改定について検討を行う旨を掲げ、金融庁において
検討を重ねた結果として、平成22年12月15日に改定案を公表し、広く意見を募集しました。そして、
平成23年２月４日、寄せられたご意見を踏まえ、改定マニュアルを公表し、検査局長通達として発出・
公表したところです。 

なお、本通達は、平成23年４月１日以降を検査実施日とする検査について適用しますが、保険金等の
支払能力の充実の状況に関する保険計理人の役割に係る項目については、法令の施行に合わせ、平成24
年３月31日からの適用となります。 

 

 

 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110126-3.html
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３．共通フォーマット 

 
今回の改定が大幅なものとなった理由の一つとして、金融検査マニュアルの構成に倣い、各態勢共通

のフォーマットに則り、旧マニュアルに記載されている内容もこれに従って整理したことが挙げられます。 
具体的には、各管理態勢の構築に当たっては経営陣の役割・責任が肝要であることから、金融検査マ

ニュアルと同様のフォーマットを採用し、「経営管理（ガバナンス）態勢-基本的要素－」以外について
は、「I．経営陣による態勢整備・確立状況」「II．管理者による態勢整備・確立状況」「III．個別の問
題点」の三部から構成することにより、経営陣や管理者が果たすべき役割・責任を明確にしました。 

「I．経営陣による態勢整備・確立状況」では、経営陣が管理方針や組織体制・規程を整備するにとど
まらず、既存の態勢を常に改善していく動的プロセスとしての管理態勢を重視し、１．方針の策定
（Plan）、２．規程・組織体制の整備（Do）、３．評価（Check）、４．改善（Action）をそれぞれ適切
に行っているか、言い換えれば、いわゆるＰＤＣＡサイクルが有効に機能しているかという観点から、検
証項目を整理しています。 

そして、「II．管理者による態勢整備・確立状況」「III．個別の問題点」の検証において問題点の発
生が認められた場合には、このＰＤＣＡサイクルのどの部分が有効に機能していなかったために問題点の
発生につながったかを漏れなく検証することとしているほか、検査官が検査を通じて認識した弱点・問題
点を経営陣が認識していないということであれば、特に、態勢が有効に機能していない可能性を含めた検
証を行うこととしています。 

４．各チェックリストの内容 

 
今般の改定により検証カテゴリーが再編・整理され９項目から８項目となりました。 
なお、改定マニュアルでは、旧マニュアルの「商品開発管理態勢の確認検査用チェックリスト」を

「経営管理（ガバナンス）態勢-基本的要素－」、「保険引受リスク管理態勢」など商品開発に関連する     
各チェックリストに再編整理しています。 
以下、各チェックリストについて、上記以外の旧マニュアルからの主な変更点を含め、その内容を説

明します。 

(1) 経営管理（ガバナンス）態勢－基本的要素－の確認検査用チェックリスト 

保険会社の経営管理の基本的な要素となる部分を検証するものとして、１．取締役会等による経
営管理態勢、２．内部監査態勢、３．監査役等による監査態勢、４．外部監査態勢、５．保険計理
人による確認態勢が適切に発揮され、保険会社の経営管理が全体として有効に機能しているかを確
認するチェックリストです。 旧マニュアルにおいては、「内部管理態勢の確認検査用チェックリス
ト」を全体の共通項目として位置付けておりましたが、改定マニュアルでは、「内部管理態勢の確
認検査用チェックリスト」を当該チェックリストへと再編し、金融検査マニュアルに則して、保険
会社の経営管理（ガバナンス）の基本的な要素となる部分を検証するカテゴリーとして位置付けて
います。 

(2) 法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト 

  保険会社が業務を行うに当たって、法令等の遵守が適切になされているかを確認するチェックリ
ストです。保険会社の業務の全般における法令等遵守態勢が有効に機能しているか、法令等違反行
為、反社会的勢力等に対応するための態勢が有効に機能しているかを主なチェック項目としていま
す。 

(3) 保険募集管理態勢の確認検査用チェックリスト 

保険募集に関する法令等の遵守を確保し、適正な保険募集を実現するために必要となる管理が適切
になされているかを確認するチェックリストです。保険会社における保険募集管理態勢が有効に機能
しているか、保険募集における顧客説明、保険募集の委託・管理等の態勢が有効に機能しているかを
主なチェック項目としています。 

旧マニュアルとの比較においては、本チェックリスト冒頭の【検証ポイント】において、「保険
募集人の属性は、例えば、保険会社の営業職員、専属代理店、乗合代理店、兼業代理店等と多岐に
わたるため、一律の管理態勢では不十分であることを意識して、態勢の整備・確立を行う必要があ
る」旨記載し、また、複数の保険会社を所属保険会社とする乗合代理店については、所属保険会社
間の不当な乗換募集の防止や顧客情報管理等についての方策等を講じているかについて保険会社が
確認しているか等を新たなチェック項目として追加しています。 
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(4) 顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト 
 
顧客保護等管理とは、保険会社の顧客の保護及び利便の向上の観点から行うべきことを総称した

ものであり、保険契約管理、保険金等支払管理、顧客サポート等管理、顧客情報管理、外部委託管
理、利益相反管理及びその他顧客保護や利便の向上のために必要であると保険会社が判断した業務
の管理をいいます。本チェックリストは、こうした、それぞれの管理態勢が有効に機能しているか
を確認するチェックリストです。 
今般の改定に当たっては、金融検査マニュアルに倣い、外部委託管理に係るチェック項目を加筆

するなどの改定を行っています。 

(5) 統合的リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

本チェックリストは、保険会社の戦略目標を達成するために、直面するリスクを総体的に捉え、
自己資本等と比較・対照し、コントロールするリスク管理プロセスが有効に機能しているか等を確
認するチェックリストであり、今般、新たに作成しました。本チェックリストでは、「保険会社向
けの総合的な監督指針」改正（平成21年６月）の内容を反映するとともに、金融検査マニュアルの
「統合的リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」に関する記述を参考にしつつ、保険会社の
業務の特性を踏まえ、旧マニュアルの記載を抜本的に加筆・修正しています。 

また、旧マニュアルでは、責任準備金等の適切な積立てや、ソルベンシー・マージン比率の適切
な算定、経営分析や区分計理等といった、財務の健全性・保険計理に関するチェック項目は、「財
務の健全性・保険計理に関する管理態勢の確認検査用チェックリスト」としていましたが、これら
を統合的リスク管理を行っていく上での前提として位置づけ、当該チェックリストを「統合的リス
ク管理態勢の確認検査用チェックリスト」の（別紙）として整理しています。 

(6) 保険引受リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率等が保険料設定時の予測に反して変動するこ
とにより、保険会社が損失を被るリスクをいい、本チェックリストは、保険引受リスクを管理する
プロセスが有効に機能しているかを確認するチェックリストです。 

(7) 資産運用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト  
 
資産運用リスクとは、保有する資産・負債の価値が変動し、保険会社が損失を被るリスクをいい、

市場リスク、信用リスク、不動産リスクの３つのリスクからなります。 本チェックリストは、保
険会社の事業の規模・特性に見合った資産運用リスク管理態勢が有効に機能しているか等を確認す
るチェックリストです。 

改定マニュアルでは、一般的に、保険会社が抱える資産運用リスクのウェートとしては、市場リ
スク及び信用リスクが大きいことから、この２つについては（別紙）を設けてチェック項目を整理
しています。 

なお、資産運用に当たっては、保険金支払事由が生じた場合には保険金を支払う義務を長期にわ
たって負うという保険会社の負債特性を踏まえる必要があります。旧マニュアルでも、こうした趣
旨を踏まえたチェック項目を記載していましたが、改定マニュアルでは、資産運用に当たっては自
らの将来の債務の履行が可能となるように、残存期間や流動性等、適切な特性を持つ資産を十分確
保しているか等のチェック項目を新たに追加しています。 

 (8) オペレーショナル・リスク等管理態勢の確認検査用チェックリスト 

    オペレーショナル・リスク等とは、「事務リスク」、「システムリスク」、「流動性リスク」
「その他保険会社がオペレーショナル・リスクと定義したリスク」を総称したものをいい、本チェ
ックリストは、それぞれの管理態勢が有効に機能しているかを確認するチェックリストです。     

旧マニュアルでは「流動性リスク」のうち、「資金繰りリスク」（保険会社の財務内容の悪化等
による新契約の減少に伴う保険料収入の減少、大量ないし大口解約に伴う解約返戻金支出の増加、
巨大災害での資金流出により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い価格での取引
を余儀なくされることにより損失を被るリスク）については「オペレーショナル・リスク等管理態
勢の確認検査用チェックリスト」にチェック項目を設け、「市場流動性リスク」（市場の混乱等に
より市場において取引が出来なかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることに
より損失を被るリスク）については「資産運用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」にチ
ェック項目を設けていましたが、「資金繰りリスク」と「市場流動性リスク」は密接に関係するも
のであることから、今般、両者を併せて「流動性リスク」として「オペレーショナル・リスク等管
理態勢の確認検査用チェックリスト」にチェック項目を設けています。 
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投資助言・代理業者に対する検査結果及び建議について 

５．終わりに 

保険検査マニュアルは、検査官が保険会社を検査する際に用いる手引書として位置づけられるもので
あり、各保険会社においては、自己責任原則のもと、保険検査マニュアルを参照しつつ、創意・工夫を十
分に生かし、それぞれの規模・特性に応じた態勢を整備することが期待されます。 

金融庁では、今回の改定内容を検査官に周知することにより、引き続き、「保険会社の規模や特性を
十分に踏まえ、機械的・画一的な運用」とならないよう努めていきます。 

また、保険検査マニュアルの検証項目や問題意識を保険会社と共有することによって、検査官と保険
会社の双方向の議論を更に充実させ、より効率的かつ実効的な検査運営に努めていきます。 

 
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」または「パブリックコメント」から、『「保険検
査マニュアル改定（案）」に対するパブリックコメントの結果等について』（平成 23 年２月４日）に
アクセスしてください。 

 
 
 
 

 

 
証券取引等監視委員会は、財務局等証券取引等監視官部門とともに、平成 21 年３月以降、投資助言・

代理業者の法令遵守状況に重点を置いた検査を集中的に実施してきたところですが、本年２月８日、改め

て、これまでの検査において認められた問題点について取りまとめ、公表を行いました。また、検査結果

を踏まえ、金融庁長官に対して、他の金融商品取引業と同様に、投資助言・代理業の登録拒否事由に人的

構成要件を追加する必要があるとの建議を行いました。 

本稿は、その概要を紹介することにより、投資助言・代理業者に対し法令遵守への取組みを強く求める

とともに、投資者の皆様に対しても、投資助言・代理業者との投資顧問契約の締結の判断をする際には、

これらの問題点に十分注意されるよう促すものです。 

 
１．検査結果の概要 
 これまで検査を実施した 74 先のうち、11 先において、重大な法令違反等が認められたことから、行

政処分を求める勧告を行いました。更に、これら 11 先を含む 47 先において法令違反等の事実が認め

られたため、検査結果通知書において当該問題点の指摘を行いました。 
 
（１）主な問題点 

  これまでの検査において認められた主な問題点は、以下のとおりです。 

 

イ．投資助言・代理業を逸脱する行為等 

 

（i）投資助言・代理業者自らが無登録業務を行っている状況（４先） 

投資助言・代理業者が、第一種金融商品取引業の変更登録を受けることなく未公開株式の勧誘・

販売を行っていた事例（２先）、第一種金融商品取引業の変更登録を受けることなく外国投資証券

に係る募集の取扱いを行っていた事例（１先）、第二種金融商品取引業の変更登録を受けることな

く集団投資スキーム（投資事業組合）への出資勧誘を行っていた事例（１先）が認められました。

これらは、無登録で第一種金融商品取引業等を行っていることとなり、法の業規制を逸脱し、登録

制度により投資者保護を図るとの法の趣旨に反するものです。したがって、違反行為の重大性・悪

質性に鑑み、４先全てについて行政処分を求める勧告を行いました。とりわけ、うち１先は、過去

の検査において、変更登録を受けることなく未公開株式の勧誘・販売を行うという同様の業務逸脱

行為により行政処分（業務停止命令及び業務改善命令）を受けたにもかかわらず、再度同様の行為

に及んでおり、極めて悪質でした。 

 

（ii）無登録業者に対する名義貸し等（４先） 

投資助言・代理業者が、自社の名義で無登録の者に対して投資助言業務を行わせた事例や集団投

資スキーム持分（匿名組合出資持分）の販売を行わせた事例、自社の名義は貸していないものの、

無登録で未公開株式や投資ファンドの出資持分の販売を行っている者であることを知りながら、自

http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110204-8.html
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社の従業員を当該無登録業者の販売業務に従事させていた事例や適格機関投資家等特例業務に係る

出資金の運用に関し、投資運用業の登録を行っていない者であることを知りながら業務を委託し、

運用を行わせていた事例が認められました。これらは、登録制度を潜脱し、法令の規制下にない無

登録の者に金融商品取引業をさせているものであり、違法行為の重大性・悪質性に鑑み、４先全て

について行政処分を求める勧告を行いました。 

 

ロ．投資助言・代理業上の不適切な行為 

 

（i）顧客に対する情報提供が不適切な状況（著しく事実に相違する表示のある広告、契約締結前交

付書面の未交付等）（33先） 

  広告について、その記載事項に不備があった事例や虚偽の表示等をした事例、事実に反する表示

のある勧誘資料により投資顧問契約の締結の勧誘を行っていた事例、契約締結前交付書面や契約締

結時交付書面を交付していなかったり、それらの記載事項に不備があった事例といった顧客に対す

る情報提供が極めて不適切なものとなっていた事例が多数認められました。これらのうち、広告に

おいて虚偽の程度が著しいものや契約締結前交付書面等を顧客に全く交付していないもの３先につ

いては、違法行為の重大性・悪質性に鑑み、行政処分を求める勧告を行いました。 

 

（ii）基本的な帳簿書類の作成・管理が不適切な状況（法定帳簿の未作成・未保存、虚偽内容を記

載した事業報告書の提出等）（16先） 

顧客に対する助言内容を記録した書面等の法定帳簿が作成・保存されていなかった事例、財務諸

表に虚偽の計数を記載したり、投資助言業務の状況（契約件数や投資助言報酬の額）について虚偽

の数字を記載した事業報告書を提出していた事例、第二種金融商品取引業の変更登録を受けること

なく集団投資スキームへの出資勧誘を行っていることを隠蔽する目的で、財務局からの報告徴取命

令に対して虚偽の報告を行っていた事例など、多数の法令違反行為が認められました。これらのう

ち、債務超過の状況を隠蔽する目的で虚偽の計数を記載した事業報告書等を提出するなどしていた

ものや財務局からの報告徴取命令に対して虚偽の報告を行っていたもの４先については、違法行為

の重大性・悪質性に鑑み、行政処分を求める勧告を行いました。 
 

（２）発生原因 

  これらの問題点の発生原因をみると、ほとんどすべての事例において、役職員の基本的な法令の知

識や法令遵守意識の著しい欠如等により、自己の営業上の利益のみを優先した業務運営が行われてい

るという状況が認められました。 

 

２．今後の対応等 

（１）投資助言・代理業者等 

   投資助言・代理業者においては、登録業者として法令遵守の責務があることを自覚し、上記の問題

点及びその発生原因を踏まえ、投資者保護の観点から、法令遵守への取組みを行うことが強く求めら

れます。 

   また、社団法人日本証券投資顧問業協会においては、 近の会員数の増加を契機に、会員業者の法

令遵守の徹底に向け、自主規制機関としての役割を更に発揮することが強く期待されます。 

 

（２）証券監視委等 

イ．建議 

上記のとおり、検査において認められた法令違反等の事例のほとんどは、役職員の基本的な法令

の知識や法令遵守意識の著しい欠如を発生原因としています。 

こうした状況に鑑み、証券監視委は、２月８日、金融庁設置法第 21 条の規定に基づき、金融庁

長官に対して、投資助言・代理業に係る投資者保護の一層の徹底を図るため、投資助言・代理業に

関する基本的な法令の知識や法令遵守意識が欠如しているなど業務を適確に遂行するに足りる役職

員が確保されていない場合に登録を拒否できるよう、他の業種と同様に、投資助言・代理業の登録

拒否事由に人的構成要件を追加する必要があるとの建議を行いました。 

なお、平成22年12月14日の犯罪対策閣僚会議に報告された暴力団取締り等総合対策に関する 

 



- 15 - 

ワーキングチームによる「企業活動からの暴力団排除の取組について」において、各府省は業の主体

から暴力団等を排除する対策の充実に努めることとされているところ、登録拒否事由に人的構成要件

を追加することにより、投資助言・代理業者についても、こうした対策の充実が図られるものと考え

られます。 

 

ロ．検査 

証券監視委としては、引き続き、投資助言・代理業者に対する検査に取り組み、法令遵守状況に

ついて問題が認められる場合には、行政処分を求める勧告を行う等厳正に対処し、その是正・改善

を求めていくこととします。 

 

※詳しくは、証券取引等監視委員会のウェブサイトから投資助言・代理業者に対する検査結果につい

て（ポイント）（平成23年2月8日）にアクセスしてください。 

 

【お知らせ】 

○KAN-FULL BLOGの活用について 

昨年 11 月に官邸の情報発信の一環として、官邸ブログ KAN-FULL BLOG を開設し、菅総理直筆のコー
ナーや菅総理御出演の動画の配信等、立体的な情報発信を進めているところです。 

  金融庁におきましても、金融庁ホームページ及び金融研究センター・証券取引等監視委員会・公認会
計士監査・審査会のホームページに以下のバナーを設置しています。 

 

 

 

なお、KAN-FULL BLOGの更新情報などを、「KAN-FULL BLOGのお知らせ」として、配信するメール（更

新通知メール配信登録）をご希望の方は、以下のＵＲＬよりお願いします。 

●KAN-FULL BLOG  http://kanfullblog.kantei.go.jp/ 

●読者登録（更新通知メール配信登録） http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html 

 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 

 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」をご

確認ください。 
 

http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.mmz.kantei.go.jp/jp/blog/kan/index.html
http://kanfullblog.kantei.go.jp/
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2011/2011/20110208-1.pdf
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○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 

○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 

 

※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 

関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 

＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 

＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

                                       ・・・ など

＜その他の情報＞ 

・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

 

一般からの情報提供を求めるポスター

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
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【金融ここが聞きたい！】 

 
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。 

さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．政権交代をしたわけですから、政務三役が中心ということでございまして、政権交代をしたからには、

審議会の各種あり方というのは当然変わってくるというふうに私は思っております。今後の金融審議会

のあり方については、政治主導のもとで、政務三役を中心とする金融庁の政策判断に資する検討を行う

諮問機関であるとの位置づけに沿って、その時々の具体的な政策課題についてご論議頂きたいと考えて

おります。またその際、個々の具体的な政策課題に関する検討のあり方としては、当該課題に関するワ

ーキング・グループを設けて、審議会メンバー以外の有識者の方々にも参画していただきまして、柔軟

かつ機動的に、そして深度のある専門的な調査・審議を進めていただくこととしたい、というふうに思

っております。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ. 預金保険料の話でございますが、平成 22 年度の預金保険料は、21 年度末現在、欠損金が生じてい

るという預金保険機構の財務状況等を踏まえ、これまでと同様の料率 0.084％とされたと承知しており

まして、今ご質問の平成 23 年度以降の預金保険料については、預金保険機構の長期的な財務状況に加

えて、現状及び将来の我が国の金融システムの安定化、また金融機関の負担能力、過度の負担の回避等

を総合的に勘案して、預金保険機構や財務省と十分調整をしてまいりたいというふうに思っております。 

  今ご質問がございましたが、平成 23 年度の預金保険料の検討に当たっては、納税者の負担とならな

い破綻処理制度の構築を求めることは非常に大事です。どこに行きましても、アメリカでもフランスで

も、預金者・納税者の負担によって破綻した金融機関を立て直すということは非常に、特にアメリカな

んかは、強いアレルギーがありまして、今度のＧ８、Ｇ20 の議長はフランスでございますが、フラン

スのラガルドさんという財務・経済・通商大臣と話したときも、当然、民主主義国家において、納税者

の負担とならないような金融破綻処理制度ということを非常に言っておられました。ですから、そうい

った国際的論議や、今お話のございました日本振興銀行の資金援助に伴う費用等を考慮する必要がある

のかなとも考えております。 

【平成23年1月25日（金）閣議後記者会見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：預金保険料の話なのですけれども、金融機関が預金保険料を払っておりますが、引き下げの機運

があったものが（日本）振興銀行の破綻により、このまま今の料率を維持する方向であるという見

方が出ているようですが、現時点でのお考えはいかがでしょうか。 

Ｑ：金融審の関係でちょっと確認なのですけれども、金融審議会は民主党政権下において、その役

割、位置づけが異なってきたと思うのですけれども、今後この金融審議会が政策決定に置いている

中心的な存在になっていくと、今までの民主党政権の 1 年ちょっとの役割とまた異なってくるとい

う理解をしてよろしいのでしょうか。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011a/20110125-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
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〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 

※日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing 

to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 

○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 

※日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてくだ

さい。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 

  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 

※日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録はSubscribing to E-mail Information Service にアクセスし

てください。 

 

 

【１月の報道発表】 

 
1月7日 アクセス 「第 128 回自動車損害賠償責任保険審議会」の開催について 

14日 アクセス 「第４回開示制度ワーキング・グループ」の開催について 

 アクセス 
バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼル銀行監督委員会による規制資本の質

を向上させるための改革の 終要素の公表」の公表について 

 アクセス 「第 129 回 自動車損害賠償責任保険審議会」の開催について 

18日 アクセス 我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等について 

19日 アクセス 「第 10 回公認会計士制度に関する懇談会」の開催について 

 アクセス エムスリー株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について 

 アクセス メビックス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について 

http://www.fsa.go.jp/singi/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110114-1.html
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110114-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110118-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/kaisai/20110119.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110119-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110119-3.html


- 20 - 

 アクセス 
株式会社アクロディアに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定につい

て 

 アクセス 「生活設計・資産運用について考えるシンポジウム」の開催について 

 アクセス 
「「金融庁・開示制度ワーキング・グループ報告」～ 新株予約権無償割当てによる増資（いわゆ

る「ライツ・オファリング」）に係る制度整備について ～」 

 アクセス 「第４回 開示制度ワーキング・グループ」資料（平成 23年１月 19 日開催） 

21日 アクセス 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表について 

 アクセス 第 128 回・第 129 回 自動車損害賠償責任保険審議会の開催について 

 アクセス 第 128 回自動車損害賠償責任保険審議会資料（平成 23 年 1月 14 日開催） 

 アクセス 第 129 回自動車損害賠償責任保険審議会資料（平成 23 年 1月 20 日開催） 

 アクセス 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について 

 アクセス 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について 

 アクセス 第 10回公認会計士制度に関する懇談会資料（平成 23 年１月 21 日開催） 

25日 アクセス 金融審議会委員の任命について 

26日 アクセス 平成 22 年度 地域密着型金融に関する会議（シンポジウム）の開催について 

 アクセス 
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中

小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）の公表について 

 アクセス 株式会社インターアクション役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 

28日 アクセス 高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえた金融の円滑化について 

 アクセス 

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関す

る内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等の公表につ

いて 

 アクセス 「株券等の公開買付けに関するＱ＆Ａ」の追加（案）の公表について 

 アクセス 第 41回金融トラブル連絡調整協議会の開催について 

 アクセス 
山梨県民信用組合の経営強化計画及び全国信用協同組合連合会の経営強化指導計画の履行状況

（平成 22 年９月期）について 

 アクセス 地域銀行 10 行の経営強化計画の履行状況（平成 22 年９月期）について 

 アクセス 
株式会社紀陽ホールディングス及び株式会社紀陽銀行並びに株式会社豊和銀行の経営強化計画の

履行状況（平成 22年９月期）について 

 アクセス 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について 

31日 アクセス 貸金業関係統計資料集の更新について 

 アクセス 
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成 22 年 10 月１日～12 月

31 日） 

 アクセス 預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について 

 アクセス 空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について 

 

 

 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110119-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110119-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110119-5.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kaijiseidowg/siryou/20110119.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110121-2.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20110120a.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20110114.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20110120.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110121-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110121-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/siryou/20110121.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110125-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110126-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110126-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110126-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110128-8.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110128-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110128-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/singi/20110128-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110128-6.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110128-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110128-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/hoken/20110128-2.html
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20110131/index.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20110131.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110131-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20110131-2.html
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【１月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは1月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 
なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

・資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧  

・金融庁が検査実施中の金融機関  

・中小企業等に対する金融円滑化対策について  

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  

・第 10 回公認会計士制度に関する懇談会 議事次第  

・企業会計審議会  

・無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について  

・金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン（ 終版）の公表について  

・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準の改訂について」（公開草案）の公表について  

・「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部

改正(案)の公表について  

 

以上 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kaikeisi/siryou/20110121.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-7.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101228-3.html
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/shohinken/ichiran.xls
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